
号

外

四�
平

成
二
十
八
年

三

月
二
十
九
日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

税

務

課)

一
ペ
ー
ジ

訓

令

甲

○
岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

税

務

課)

八

規

則

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
五
号

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
九
条
及
び
第
二
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

徴
収
猶
予)

第
十
九
条

法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
徴
収
の
猶
予
の
申
請
書
は
、
第
三
十

号
様
式
に
よ
つ
て
県
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

条
例
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

納
付
し
、
又
は
納
入
す
べ
き
徴
収
金
の
年
度
、
税
目
、
納
期
限
及
び
金
額

二

前
号
の
金
額
の
う
ち
徴
収
の
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
額

三

徴
収
の
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
期
間

四

分
割
納
付
又
は
分
割
納
入
の
方
法
に
よ
り
納
付
又
は
納
入
を
行
う
か
ど
う
か(

分
割
納
付
又
は

分
割
納
入
の
方
法
に
よ
り
納
付
又
は
納
入
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
分
割
納
付
又
は
当
該

分
割
納
入
の
各
納
付
期
限
又
は
各
納
入
期
限(

以
下
こ
の
号
に
お
い
て｢

各
分
割
納
付
等
期
限｣

と
い
う
。)
及
び
各
分
割
納
付
等
期
限
ご
と
の
納
付
金
額
又
は
納
入
金
額
を
含
む
。)

五

徴
収
の
猶
予
に
係
る
金
額
が
百
万
円
を
超
え
、
か
つ
、
そ
の
猶
予
に
係
る
期
間
が
三
月
を
超
え

る
場
合
に
は
、
提
供
し
よ
う
と
す
る
法
第
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
担
保
の
種
類
、
数
量
、

( ) 平成28年３月29日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日



第
三
十
号
の
五
様

式 第
三
十
号
の
四
様

式 第
三
十
号
の
三
様

式 第
三
十
号
の
二
様

式 第
三
十
号
様
式

換
価
の
猶
予
期
間
延
長
申
請
書

換
価
の
猶
予
申
請
書

徴
収
猶
予
に
伴
う
差
押
解
除
申
請
書

徴
収
猶
予
期
間
延
長
申
請
書

徴
収
猶
予
申
請
書

第
二
十
条
第
一

項 第
二
十
条
第
一

項 第
十
九
条
第
六

項 第
十
九
条
第
四

項 第
十
九
条
第
一

項

価
額
及
び
所
在(

そ
の
担
保
が
保
証
人
の
保
証
で
あ
る
と
き
は
、
保
証
人
の
氏
名
及
び
住
所
又
は

居
所)

そ
の
他
担
保
に
関
し
参
考
と
な
る
べ
き
事
項(

担
保
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
別

の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
情)

３

条
例
第
九
条
の
二
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

二

法
第
十
五
条
第
二
項
の
申
請
を
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
そ
の
徴
収
金
の
納
付
期
限
又
は
納

入
期
限
後
に
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
理
由

４

法
第
十
五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
徴
収
の
猶
予
期
間
の
延
長
の
申
請
書
は
、
第
三
十
号
の
二

様
式
に
よ
つ
て
県
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

条
例
第
九
条
の
二
第
五
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

徴
収
の
猶
予
を
受
け
た
期
間
内
に
当
該
徴
収
の
猶
予
を
受
け
た
金
額
を
納
付
し
、
又
は
納
入
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
理
由
及
び
徴
収
の
猶
予
期
間
の
延
長
を
受
け
よ
う
と
す
る
期

間
二

第
二
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項

６

法
第
十
五
条
の
二
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
差
押
え
の
解
除
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第

三
十
号
の
三
様
式
に
よ
る
申
請
書
を
県
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予)

第
二
十
条

法
第
十
五
条
の
六
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
換
価
の
猶
予
の
申
請
書
は
第
三
十
号
の
四
様

式
に
よ
つ
て
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
換
価
の
猶
予
を
し
た
期
間
の
延
長
の
申
請
書
は
第
三
十
号

の
五
様
式
に
よ
つ
て
県
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

条
例
第
九
条
の
四
第
四
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

納
付
し
、
又
は
納
入
す
べ
き
徴
収
金
の
年
度
、
税
目
、
納
期
限
及
び
金
額

二

前
号
の
金
額
の
う
ち
そ
の
納
付
又
は
納
入
が
困
難
で
あ
る
金
額

三

換
価
の
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
期
間

四

分
割
し
て
納
付
し
、
又
は
納
入
す
べ
き
徴
収
金
の
各
納
付
期
限
又
は
各
納
入
期
限
及
び
各
納
付

期
限
又
は
各
納
入
期
限
ご
と
の
納
付
金
額
又
は
納
入
金
額

五

換
価
の
猶
予
に
係
る
金
額
が
百
万
円
を
超
え
、
か
つ
、
そ
の
猶
予
に
係
る
期
間
が
三
月
を
超
え

る
場
合
に
は
、
提
供
し
よ
う
と
す
る
法
第
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
担
保
の
種
類
、
数
量
、

価
額
及
び
所
在(

そ
の
担
保
が
保
証
人
の
保
証
で
あ
る
と
き
は
、
保
証
人
の
氏
名
及
び
住
所
又
は

居
所)

そ
の
他
担
保
に
関
し
参
考
と
な
る
べ
き
事
項(

担
保
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
別

の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
情)

３

条
例
第
九
条
の
四
第
六
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

換
価
の
猶
予
を
受
け
た
期
間
内
に
当
該
換
価
の
猶
予
を
受
け
た
金
額
を
納
付
し
、
又
は
納
入
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
理
由
及
び
換
価
の
猶
予
を
し
た
期
間
の
延
長
を
受
け
よ
う
と

す
る
期
間

二

前
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項

｢

様
式
目
次
中

第
三
十
号
様
式

徴
収
猶
予

(

期
間
延
長)

(

徴
収
猶

予
に
伴
う
差
押
解
除)

申
請
書

第
十
九
条
第
一

項
及
び
第
三
項｣

を

｢

に
改
め
る
。

｣

第
三
十
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成28年３月29日 ( )２



第
三
十
号
様
式
の
次
に
次
の
四
様
式
を
加
え
る
。

( ) 平成28年３月29日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３
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附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
二
号

総

務

部

出
納
事
務
局

各
県
税
事
務
所

自
動
車
税
事
務
所

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程(

昭
和
六
十
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。目

次
中｢

第
二
百
条｣

を｢

第
二
百
条
・
第
二
百
一
条｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
見
出
し
を

｢(

徴
収
猶
予)｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢

条
例
第
九
条
第
一
項｣

を
｢

法
第
十
五
条
の
二
第
五
項｣

に
、｢

徴
収
猶
予
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た｣

を｢

徴
収
の
猶
予
又
は
徴

収
の
猶
予
期
間
の
延
長
を
す
る｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

第
十
五
条
第
四
項｣

を｢

第
十
五
条
の

二
の
二
第
一
項｣

に
、｢

徴
収
猶
予｣

を｢

徴
収
の
猶
予
又
は
徴
収
の
猶
予
期
間
の
延
長｣

に
改
め
、

同
条
第
五
項
中｢

、
徴
収
猶
予｣

を｢

徴
収
の
猶
予｣

に
改
め
、｢

及
び
条
例
第
九
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
徴
収
猶
予
期
間
延
長
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合｣

を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、

同
条
第
四
項
中｢

徴
収
猶
予｣

を｢

徴
収
の
猶
予｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
三

項
中｢

徴
収
猶
予
の｣

を｢

徴
収
の
猶
予
の｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の

次
に
次
の
五
項
を
加
え
る
。

３

県
税
事
務
所
長
は
、
法
第
十
五
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
の
猶
予
又
は
徴
収
の
猶
予
期

間
の
延
長
を
認
め
な
い
と
き
は
、
別
記
第
十
三
号
の
三
様
式
に
よ
る
徴
収
猶
予
不
承
認
決
議
書
に
よ

り
決
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

法
第
十
五
条
の
二
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の
猶
予
又
は
徴
収
の
猶
予
期
間
の
延
長
を
認

め
な
い
旨
の
通
知
は
、
別
記
第
十
三
号
の
四
様
式
に
よ
る
通
知
書
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

法
第
十
五
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
訂
正
又
は
添
付
す
べ
き
書
類
の
訂
正
若
し
く

は
提
出
を
求
め
る
通
知
は
、
別
記
第
十
三
号
の
五
様
式
に
よ
る
通
知
書
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

６

県
税
事
務
所
長
は
、
法
第
十
五
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
の
猶
予
又
は
徴
収
の
猶
予
期

間
の
延
長
の
申
請
を
取
り
下
げ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
別
記
第
十
三
号
の
六
様
式
に
よ
り

当
該
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

条
例
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
各
分
割
納
付
等
期
限
及
び
各
分
割
納
付
等
金
額
を
変
更
す
る

旨
の
通
知
は
、
別
記
第
十
三
号
の
七
様
式
に
よ
る
通
知
書
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中｢

換
価
の
猶
予｣

を｢

職
権
に
よ
る
換
価
の
猶
予｣

に

改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

第
十
五
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
四
項
前
段｣

を｢

第
十
五
条
の
五
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項｣

に
、｢

換

価
の
猶
予｣

を

｢

職
権
に
よ
る
換
価
の
猶
予｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中

｢

、
換
価
の
猶
予｣

を

｢

職
権
に
よ
る
換
価
の
猶
予｣

に
、｢

第
十
五
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
三

項｣

を

｢

第
十
五
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
四
項｣

に
、

｢

換
価
の
猶
予
期
間
を
延
長
す
る｣

を｢

職
権
に
よ
る
換
価
の
猶
予
期
間
の
延
長
を
す
る｣

に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中｢

第
十
五
条
の
六
第
二
項｣

を｢

第
十
五
条
の
五
の
三

第
二
項｣

に
、｢

換
価
の
猶
予｣

を｢

職
権
に
よ
る
換
価
の
猶
予｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項

と
し
、
同
条
第
三
項
中｢

第
十
五
条
の
六
第
一
項｣

を｢

第
十
五
条
の
五
の
三
第
二
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
の
三
第
一
項｣

に
、｢

換
価
の
猶
予｣

を｢

職
権
に
よ
る
換
価
の

猶
予｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

条
例
第
九
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
各
分
割
納

付
等
期
限
及
び
各
分
割
納
付
等
金
額
を
変
更
す
る
旨
の
通
知
は
、
別
記
第
十
三
号
の
七
様
式
に
よ
る

通
知
書
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予)

第
十
四
条
の
二

県
税
事
務
所
長
は
、
法
第
十
五
条
の
六
の
二
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
法
第
十
五
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予
又
は
申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
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第
十
三
号
様
式

徴
収
猶
予

(

徴
収
猶
予
取
消)

(

換
価
猶
予

(

換
価
猶
予
取
消))

決
議
書

第
十
三
条
第
一
項
、

第
三
項
及
び
第
五
項
、

第
十
四
条
第
一
項
、

第
三
項
及
び
第
五
項
、

第
八
十
八
条
の
二
第

一
項
、
第
八
十
八
条

の
三
第
一
項
、
第
八

十
九
条
の
二
第
一
項
、

第
八
十
九
条
の
三
第

一
項
、
第
百
一
条
、

第
百
十
一
条
、
第
百

予
期
間
の
延
長
を
す
る
と
き
は
、
別
記
第
十
三
号
様
式
に
よ
る
換
価
猶
予
決
議
書
に
よ
り
決
議
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
十
五
条
の
六
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予
又
は
申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予
期
間
の
延
長
の
通
知
は
、
別
記
第
十
六

号
の
二
様
式
に
よ
る
通
知
書
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

県
税
事
務
所
長
は
、
法
第
十
五
条
の
六
の
二
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
五

条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予
又
は
申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予
期
間
の
延

長
を
認
め
な
い
と
き
は
、
別
記
第
十
三
号
の
三
様
式
に
よ
る
換
価
猶
予
不
承
認
決
議
書
に
よ
り
決
議

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

法
第
十
五
条
の
六
の
二
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
の
二
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予
又
は
申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予
期
間
の
延
長
を
認
め
な
い

旨
の
通
知
は
、
別
記
第
十
六
号
の
三
様
式
に
よ
る
通
知
書
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

法
第
十
五
条
の
六
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
申

請
書
の
訂
正
又
は
添
付
す
べ
き
書
類
の
訂
正
若
し
く
は
提
出
を
求
め
る
通
知
は
、
別
記
第
十
三
号
の

五
様
式
に
よ
る
通
知
書
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

県
税
事
務
所
長
は
、
法
第
十
五
条
の
六
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
の
二
第
八

項
の
規
定
に
よ
り
換
価
の
猶
予
又
は
換
価
の
猶
予
期
間
の
延
長
の
申
請
を
取
り
下
げ
た
も
の
と
み
な

さ
れ
た
と
き
は
、
別
記
第
十
三
号
の
六
様
式
に
よ
り
当
該
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

条
例
第
九
条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
各
分
割
納
付

等
期
限
及
び
各
分
割
納
付
等
金
額
を
変
更
す
る
旨
の
通
知
は
、
別
記
第
十
三
号
の
七
様
式
に
よ
る
通

知
書
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

県
税
事
務
所
長
は
、
法
第
十
五
条
の
六
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
の
三
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予
の
取
消
し
を
す
る
と
き
は
、
別
記
第
十
三
号
様
式
に
よ

る
換
価
猶
予
取
消
決
議
書
に
よ
り
決
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

法
第
十
五
条
の
六
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申

請
に
よ
る
換
価
の
猶
予
の
取
消
し
の
通
知
は
、
別
記
第
十
六
号
様
式
に
よ
る
通
知
書
に
よ
り
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

10

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予
に
係
る
延
滞
金
を
免
除
す
る
場
合
に
つ

い
て
、
前
二
項
の
規
定
は
申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予
の
取
消
し
に
係
る
延
滞
金
を
免
除
し
な
い
こ
と

と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
六
十
五
条
第
一
項
中｢

不
服
申
立
て｣

を｢

審
査
請
求｣

に
改
め
る
。

第
八
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
八
十
八
条
の
三
第
一
項
中｢

第
十
三
条｣

を｢

第
十
三
条
第
一
項

か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で｣

に
改
め
る
。

第
八
十
九
条
第
二
項
中｢

第
十
五
条
第
四
項｣

を｢

第
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
八
十
九
条
の
三
第
一
項
中｢

第
十
三
条｣

を｢

第
十
三
条
第
一
項

か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で｣

に
改
め
る
。

第
百
一
条
中｢

及
び
第
二
項｣

を｢

か
ら
第
四
項
ま
で｣

に
改
め
る
。

第
百
十
一
条
中｢

第
四
項
ま
で｣

の
下
に｢

、
第
八
項
及
び
第
九
項｣

を
加
え
る
。

第
百
二
十
五
条
の
七
第
一
項
中｢

及
び
第
四
項｣

を｢

、
第
四
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項｣

に
改
め
、

同
条
第
二
項
中｢

第
十
五
条
第
四
項｣

を｢

第
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
二
百
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

特
例
条
例
に
よ
る
不
均
一
課
税)

第
二
百
一
条

県
税
事
務
所
長
は
、
個
人
の
事
業
税
、
法
人
の
事
業
税
又
は
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
、

岐
阜
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
事
業
税
及
び
不
動
産
取
得
税
の
税
率
の
特
例
に
関
す
る
条
例

(

平
成
二
十
七
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
三
号)

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
不
均
一
課
税
申
請
書
の
提
出

が
あ
つ
た
と
き
は
、
別
記
第
三
百
八
号
様
式
に
よ
る
不
均
一
課
税
決
議
書
に
よ
り
不
均
一
課
税
に
つ

い
て
決
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

県
税
事
務
所
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
不
均
一
課
税
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
別
記

第
三
百
九
号
様
式
に
よ
る
通
知
書
に
よ
り
当
該
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
則
第
三
項
中｢

第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項｣

を｢

第
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で｣

に

改
め
る
。

｢

別
記
様
式
目
次
中
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�
第
十
三
号
様
式

徴
収
猶
予

(

徴
収
猶
予
取
消)

(

換
価
猶
予

(

換
価
猶
予
取
消))

決
議
書

第
十
三
条
第
一
項
、

第
八
項
及
び
第
十
項
、

第
十
四
条
第
一
項
、

第
四
項
及
び
第
六
項
、

第
十
四
条
の
二
第
一

項
、
第
八
項
及
び
第

十
項
、
第
八
十
八
条

の
二
第
一
項
、
第
八

十
八
条
の
三
第
一
項
、

第
八
十
九
条
の
二
第

一
項
、
第
八
十
九
条

の
三
第
一
項
、
第
百

一
条
、
第
百
十
一
条

並
び
に
第
百
二
十
五

条
の
七
第
一
項
並
び

に
附
則
第
三
項

第
十
三
号
の
三
様

式 第
十
三
号
の
二
様

式
二
十
五
条
の
七
第
一

項
並
び
に
附
則
第
三

項

第
十
三

式

徴決 徴

号
の
二
様

徴
収
猶
予(

期
間
延
長)

通
知
書

第
十
三
条
第
二
項
及

び
第
五
項
、
第
八
十

八
条
の
二
第
一
項
、

第
八
十
八
条
の
三
第

一
項
、
第
八
十
九
条

の
二
第
一
項
、
第
八

十
九
条
の
三
第
一
項
、

第
百
一
条
、
第
百
十

一
条
並
び
に
附
則
第

三
項

第
十
三
号
の
七
様

式 第
十
三
号
の
六
様

式 第
十
三
号
の
五
様

式 第
十
三
号
の
四
様

式

徴付 徴な 申 徴通

｢

｢

を

に
、

｣

｢

を

｣
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収
猶
予(

期
間
延
長)

不
承
認

知
書

収
猶
予(

換
価
猶
予)

不
承
認

議
書

収
猶
予(

期
間
延
長)

通
知
書

第
十
三
条
第
四
項
、

第
八
十
八
条
の
二
第

一
項
、
第
八
十
八
条

の
三
第
一
項
、
第
八

十
九
条
の
二
第
一
項
、

第
八
十
九
条
の
三
第

一
項
、
第
百
一
条
、

第
百
十
一
条
及
び
第

百
二
十
五
条
の
七
第

第
十
三
条
第
三
項
、

第
十
四
条
の
二
第
三

項
、
第
八
十
八
条
の

二
第
一
項
、
第
八
十

八
条
の
三
第
一
項
、

第
八
十
九
条
の
二
第

一
項
、
第
八
十
九
条

の
三
第
一
項
、
第
百

一
条
、
第
百
十
一
条

及
び
第
百
二
十
五
条

の
七
第
一
項
並
び
に

附
則
第
三
項

第
十
三
条
第
二
項
及

び
第
十
項
、
第
八
十

八
条
の
二
第
一
項
、

第
八
十
八
条
の
三
第

一
項
、
第
八
十
九
条

の
二
第
一
項
、
第
八

十
九
条
の
三
第
一
項
、

第
百
一
条
並
び
に
第

百
十
一
条
並
び
に
附

則
第
三
項

第
十
四
号
様
式

徴
収
猶
予
取
消

通
知
書

収
猶
予(

換
価
猶
予)

分
割
納

(

納
入)

方
法
変
更
通
知
書

収
猶
予(

換
価
猶
予)

申
請
み

し
取
下
げ
通
知
書

請
書
の
訂
正
等
に
係
る
通
知
書

第
十
三
条
第
九
項
及

び
第
十
項
、
第
八
十

八
条
の
二
第
一
項
、

第
八
十
八
条
の
三
第

一
項
、
第
八
十
九
条

の
二
第
一
項
、
第
八

十
九
条
の
三
第
一
項
、

第
百
十
一
条
並
び
に

第
百
二
十
五
条
の
七

第
十
三
条
第
四
項
及

び
第
五
項
、
第
八
十

八
条
の
二
第
一
項
、

第
八
十
八
条
の
三
第

一
項
、
第
八
十
九
条

の
二
第
一
項
、
第
八

十
九
条
の
三
第
一
項
、

第
百
十
一
条
並
び
に

第
百
二
十
五
条
の
七

第
一
項

第
十
三
条
第
七
項
、

第
十
四
条
第
三
項
及

び
第
十
四
条
の
二
第

七
項

第
十
三
条
第
六
項
及

び
第
十
四
条
の
二
第

六
項

第
十
三
条
第
五
項
及

び
第
十
四
条
の
二
第

五
項

一
項
並
び
に
附
則
第

三
項第

十
五
号
様
式 第

十
四
号
様
式

換
価
の
猶
予(

期
間
延
長)

通
知

書

徴
収
猶
予
取
消
通
知
書

第
十
四

び
第
五

｢

に
、

｣

｢を

｣

｢

に
、
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税
通
知
書

税
決
議
書

通
知
書

県
税
課
税
免
除
通
知
書

号
の
三
様

号
の
二
様

号
様
式

条
第
二
項
及

項

第
一
項

第
十
六
号
様
式

申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予(

期
間

延
長)

不
承
認
通
知
書

申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予(

期
間

延
長)

通
知
書

換
価
の
猶
予
取
消
通
知
書

第
十
五
号
様
式

第
二
百
一
条
第
二
項

第
二
百
一
条
第
一
項

第
二
百
条
第
二
項

換
価
の
猶
予
取
消
通
知
書

第
二
百
条
第
二
項

換
価
の
猶
予(

期
間
延
長)

通
知

書

第
十
四
条
の
二
第
四

項 第
十
四
条
の
二
第
二

項
及
び
第
十
項

第
十
四
条
第
五
項
及

び
第
六
項
並
び
に
第

十
四
条
の
二
第
九
項

及
び
第
十
項

第
十
四
条
第
四
項
及

び
第
五
項

第
三
百
九
号
様
式

第
三
百
八
号
様
式

第
三
百
七
号
様
式

第
十
四
条
第
二
項
及

び
第
六
項

第
三
百
七
号
様
式

県
税
不
均
一
課

県
税
不
均
一
課

県
税
課
税
免
除

第
十
六

式 第
十
六

式 第
十
六

｣

｢を

｣
｣

｢

に
、｢

を

｣

に
、｢

｣

｢

｣

を

に
改
め
る
。

｣

別
記
第
三
号
の
二
様
式
中｢60日

｣

を｢３
か
月
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
の
三
様
式
中｢手

続
き
｣

を｢手
続
｣

に
、｢60日

｣

を｢３
か
月
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中｢60日

｣

を｢３
か
月
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
中｢第

14条
｣

を｢第
14条
､
第
14条
の
２
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
三
号
の
二
様
式
中｢不

服
申
立
て
｣

を｢審
査
請
求
｣

に
、｢60日

｣

を｢３
か
月
｣

に

改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
五
様
式
を
加
え
る
。
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別
記
第
十
四
号
様
式
中｢不

服
申
立
て
｣

を｢審
査
請
求
｣

に
、｢60日

｣

を｢３
か
月
｣

に
改
め

る
。別

記
第
十
五
号
様
式
中｢

(第
３
項
｣

を｢
(同
条
第
２
項
｣

に
、｢第

15条
第
３
項
｣

を｢第
15

条
第
４
項
｣

に
、｢第

15条
の
５
第
３
項
｣

を｢第
15条
の
５
の
２
第
３
項
｣

に
、｢第

15条
第
４
項
｣

を｢第
15条
の
２
の
２
第
１
項
｣

に
、｢不

服
申
立
て
｣

を｢審
査
請
求
｣

に
、｢60日

｣

を｢３
か
月
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
中｢第

14条
｣

を｢第
14条

､
第
14条

の
２
｣

に
、｢､

地
方
税
法
第
15条

の

６
第
１
項
(第
１
号
・
第
２
号
・
第
３
号
)
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
取
り
消
し
ま
し
た
の
で
､
同
条
第

２
項
｣

を

｢換
価
の
猶
予
を
取
り
消
し
ま
し
た
の
で
､
地
方
税
法
第
15条

の
５
の
３
第
２
項

第
15条

の
６
の
３
第
２
項
｣

に
、

｢不
服
申
立
て
｣

を｢審
査
請
求
｣

に
、｢60日

｣

を｢３
か
月
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
二

様
式
を
加
え
る
。
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別
記
第
十
九
号
様
式
及
び
別
記
第
三
十
一
号
様
式
中｢60日

｣

を｢３
か
月
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
四
号
様
式
中｢不

服
申
立
て
｣

を｢審
査
請
求
｣

に
、｢60日

｣

を｢３
か
月
｣

に
改

め
る
。

別
記
第
三
十
七
号
様
式
そ
の
一(

裏
面)

、
別
記
第
三
十
七
号
様
式
そ
の
二(

裏
面)

及
び
別
記
第

三
十
七
号
様
式
そ
の
三(

裏
面)

中｢十
六
銀
行
及
び
大
垣
共
立
銀
行
｣

を｢大
垣
共
立
銀
行
及
び
十

六
銀
行
｣

に
、｢不

服
申
立
て
｣

を｢審
査
請
求
｣

に
、｢60日

｣

を｢３
か
月
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
四
十
六
号
様
式
及
び
別
記
第
四
十
七
号
様
式
中｢60日

｣

を｢３
か
月
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
五
十
六
号
様
式
及
び
別
記
第
五
十
八
号
様
式
中｢不

服
申
立
て
｣

を｢審
査
請
求
｣

に
、｢6

0日
｣

を｢３
か
月
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
五
十
八
号
の
二
様
式
及
び
別
記
第
五
十
九
号
様
式
中｢60日

｣

を｢３
か
月
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
六
十
八
号
様
式
中｢不

服
申
立
て
｣

を｢審
査
請
求
｣

に
、｢60日

｣

を｢３
か
月
｣

に
改

め
る
。

別
記
第
九
十
五
号
様
式
中｢60日

｣

を｢３
か
月
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
百
九
号
様
式
中｢60日

｣

を｢３
か
月
｣

に
、｢十

六
銀
行
及
び
大
垣
共
立
銀
行
｣

を｢大

垣
共
立
銀
行
及
び
十
六
銀
行
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
百
五
十
二
号
様
式
そ
の
一(

裏
面)

中｢不
服
申
立
て
｣
を｢審

査
請
求
｣

に
、｢60日

｣

を｢３
か
月
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
百
五
十
二
号
様
式
そ
の
二(

表
面)

中｢十
六
銀
行
又
は
大
垣
共
立
銀
行
｣

を｢大
垣
共
立

銀
行
又
は
十
六
銀
行
｣

に
改
め
、
同
様
式
そ
の
二(

裏
面)

中｢不
服
申
立
て
｣

を｢審
査
請
求
｣

に
、

｢60日
｣

を｢３
か
月
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
百
七
十
六
号
の
二
様
式
、
別
記
第
百
七
十
八
号
様
式
及
び
別
記
第
百
八
十
号
の
二
様
式
中

｢不
服
申
立
て
｣

を｢審
査
請
求
｣

に
、｢60日

｣

を｢３
か
月
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
百
八
十
三
号
様
式
そ
の
一(

裏
面)

中｢十
六
銀
行
及
び
大
垣
共
立
銀
行
｣

を｢大
垣
共
立

銀
行
及
び
十
六
銀
行
｣

に
、｢不
服
申
立
て
｣

を｢審
査
請
求
｣

に
、｢60日

｣

を｢３
か
月
｣

に
改
め

る
。別

記
第
百
八
十
三
号
の
二
様
式
そ
の
一(

裏
面)

中｢十
六
銀
行
及
び
大
垣
共
立
銀
行
｣

を｢大
垣

共
立
銀
行
及
び
十
六
銀
行
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
百
八
十
四
号
様
式
、
別
記
第
百
九
十
号
様
式
、
別
記
第
百
九
十
五
号
様
式
及
び
別
記
第
百
九

十
五
号
の
二
様
式
中｢60日

｣

を｢３
か
月
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
百
一
号
様
式(

裏
面)

中｢不
服
申
立
て
｣

を｢審
査
請
求
｣

に
、｢60日

｣

を｢３
か

月
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
百
二
号
様
式
、
別
記
第
二
百
十
七
号
様
式
及
び
別
記
第
二
百
十
九
号
様
式
中｢60日

｣

を

｢３
か
月
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
百
二
十
号
様
式
及
び
別
記
第
二
百
二
十
一
号
様
式
中｢総

括
管
理
監
｣

を｢管
理
調
整
監
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
百
二
十
二
号
様
式
中｢不

服
申
立
て
｣

を｢審
査
請
求
｣

に
、｢60日

｣

を｢３
か
月
｣

に
、｢異

議
申
立
て
を
｣

を｢審
査
請
求
を
｣

に
、｢異

議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
｣

を｢審
査
請
求
に

対
す
る
裁
決
｣

に
、｢決

定
を
経
な
い
｣

を｢裁
決
を
経
な
い
｣

に
、｢異

議
申
立
て
が
｣

を｢審
査
請

求
が
｣

に
、｢決

定
が
｣

を｢裁
決
が
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
百
二
十
三
号
様
式
中｢60日

｣

を｢３
か
月
｣

に
、｢異

議
申
立
て
を
｣

を｢審
査
請
求

を
｣

に
、｢異

議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
｣

を｢審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
｣

に
、｢異

議
申
立
て
が
｣

を｢審
査
請
求
が
｣

に
、｢決

定
が
｣

を｢裁
決
が
｣

に
、｢決

定
を
経
な
い
｣

を｢裁
決
を
経
な
い
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
百
二
十
七
号
様
式

(

裏
面)

中

｢不
服
申
立
て
｣

を

｢審
査
請
求
｣

に
、｢60日

｣

を

｢３
か
月
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
百
二
十
八
号
様
式
及
び
別
記
第
二
百
三
十
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
二
百
三
十
四
号
様
式
ま

で
の
規
定
中｢60日

｣

を｢３
か
月
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
百
三
十
八
号
様
式
中｢十

六
銀
行
及
び
大
垣
共
立
銀
行
｣

を｢大
垣
共
立
銀
行
及
び
十
六

銀
行
｣

に
、｢不

服
申
立
て
｣

を｢審
査
請
求
｣

に
、｢60日

｣

を｢３
か
月
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
百
三
十
八
号
の
三
様
式
中｢60日

｣

を｢３
か
月
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
百
三
十
八
号
の
六
様
式(

裏
面)

中｢不
服
申
立
て
｣

を｢審
査
請
求
｣

に
、｢60日

｣

を｢３
か
月
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
百
三
十
八
号
の
七
様
式
及
び
別
記
第
二
百
三
十
九
号
様
式
中｢60日

｣

を｢３
か
月
｣

に

改
め
る
。

別
記
第
二
百
四
十
七
号
様
式
そ
の
一(

裏
面)

中｢十
六
銀
行
及
び
大
垣
共
立
銀
行
｣

を｢大
垣
共

立
銀
行
及
び
十
六
銀
行
｣

に
、｢不

服
申
立
て
｣

を｢審
査
請
求
｣

に
、｢60日

｣

を｢３
か
月
｣

に
改

め
る
。

別
記
第
二
百
四
十
七
号
様
式
そ
の
二
中｢不

服
申
立
て
｣

を｢審
査
請
求
｣

に
、｢60日

｣

を｢３

か
月
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
百
五
十
号
様
式
中｢総

括
管
理
監
｣

を｢管
理
調
整
監
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
百
五
十
二
号
様
式
そ
の
一(

裏
面)

中｢十
六
銀
行
及
び
大
垣
共
立
銀
行
｣

を｢大
垣
共

立
銀
行
及
び
十
六
銀
行
｣

に
、｢不

服
申
立
て
｣

を｢審
査
請
求
｣

に
、｢60日

｣

を｢３
か
月
｣

に
、
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｢
異
議
申
立
て｣

を｢審
査
請
求
｣

に
、｢決

定
｣

を｢裁
決
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
百
五
十
三
号
様
式
中｢60日

｣

を｢３
か
月
｣

に
、｢異

議
申
立
て
｣

を｢審
査
請
求
｣

に
、｢決

定
｣

を｢裁
決
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
百
六
十
八
号
様
式

(

裏
面)

中

｢不
服
申
立
て
｣

を

｢審
査
請
求
｣

に
、｢60日

｣

を

｢３
か
月
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
百
六
十
九
号
様
式
中｢60日

｣

を｢３
か
月
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
百
七
十
二
号
様
式
及
び
別
記
第
二
百
七
十
三
号
様
式
中｢総

括

管
理
監
｣

を｢管
理

調
整
監
｣

に
改

め
る
。

別
記
第
三
百
一
号
様
式
及
び
別
記
第
三
百
二
号
様
式
中｢十

六
銀
行
及
び
大
垣
共
立
銀
行
｣

を｢大

垣
共
立
銀
行
及
び
十
六
銀
行
｣

に
、｢不

服
申
立
て
｣

を｢審
査
請
求
｣

に
、｢60日

｣

を｢３
か
月
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
百
五
号
様
式
及
び
別
記
第
三
百
七
号
様
式
中｢60日

｣

を｢３
か
月
｣

に
改
め
、
同
様
式

の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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